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『大学認証評価 評価校マニュアル』

Ⅱ. 自己点検・評価報告書作成マニュアル

「1. 自己点検・評価報告書等の作成」（pp.14-17）

自己点検・評価の
仕方とその記述
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 様式５～８（基準Ⅰ～Ⅳ）の分量は、８０～１２０ページ
を目途（様式１～４は含めません）

 記述の際は、大学評価基準の区分において各学部・研究科
等の記述を求めているものを除き、学部やキャンパスを単
位とせず、大学全体としてまとめて記述。

自己点検・評価の仕方とその記述

マニュアル （p.14）
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【基準Ⅰ ミッションと教育の効果】

［テーマ 基準Ⅰ-A ミッション］
＜根拠資料＞

○○○○○○､○○○○○○○○○○…………

［区分 基準Ⅰ-A-1 ミッションを確立している。］

＜現状＞
○○○○○○､○○○○○○○○○○…………

［区分 基準Ⅰ-A-2 高等教育機関として地域・社会に貢献している。］

＜現状＞
○○○○○○､○○○○○○○○○○…………

＜テーマ 基準Ⅰ-A ミッションの課題＞
○○○○○○､○○○○○○○○○○……………………

＜テーマ 基準Ⅰ-A ミッションの特記事項＞
○○○○○○､○○○○○○○○○○……………………

┋

＜基準Ⅰ ミッションと教育の効果の改善状況・改善計画＞
(a) 前回の認証評価を受けた際に自己点検・評価報告書に記述した改善計画の実施状況

○○○○○○､○○○○○○○○○○……………………

(b) 今回の自己点検・評価の課題についての改善計画
○○○○○○､○○○○○○○○○○……………………

4マニュアル （pp.16-17）

［様式5～8］基準Ⅰ～Ⅳ ※ 各基準の「記述項目」

当該テーマに関係する
提出資料・備付資料を記述

当該区分の現状を記述

当該テーマの課題を記述
当該テーマの特記事項を記述（任意）

当該基準の改善計
画等を記述
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様式5－基準Ⅰ

マニュアル （p.16）

【基準Ⅰ ミッションと教育の効果】
［テーマ 基準Ⅰ-A ミッション］

＜根拠資料＞

提出資料 1 ○○○○○、2 ○○○○第X条、3 ○○○○○○○
備付資料 1 ○○○○○○○○○、2  ○○○○○○

※ 規程等の場合、必要が
あれば条項も記述。

① テーマの＜根拠資料＞
※ 当該テーマの記述内容に関

係する根拠資料（提出資料・備
付資料の番号及び資料名）を記
述。

［様式5～8］基準Ⅰ～Ⅳ:報告書の作成例
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［区分 基準Ⅰ-Ａ-１ ミッションを確立している。］

┋
＜現状＞

ミッションは、◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯、◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯
◯◯◯◯◯◯（提出-1）◯◯◯◯◯、◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯、◯◯◯◯
◯◯（備付-2）、◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯、◯◯◯◯◯。

┋

［区分 基準Ⅰ-Ａ-2 高等教育機関として地域・社会に貢献している。］

＜現状＞

地域・社会への貢献は、◯◯◯◯◯◯◯◯、

◯◯◯◯◯◯ …………

┋

② 区分の＜現状＞
※ 「大学評価基準観点表」に示

す各区分の「点検・評価の観
点」を参考に確認を行い、区分
の現状及び特色ある取り組み
等について記述

※ 記述内容に関係する提出資料、

備付資料の資料番号を、文の該
当箇所（初出箇所）の後に括弧書
きで付す。

［様式5～8］基準Ⅰ～Ⅳ:報告書の作成例（続き）
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［様式5～8］基準Ⅰ～Ⅳ:報告書の作成例（続き）

マニュアル （p.16）

＜テーマ 基準Ⅰ-A ミッションの課題＞
◯◯◯◯◯、◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯、◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯、

◯◯◯◯◯◯◯◯、◯◯◯◯◯◯◯ …………

＜テーマ 基準Ⅰ-A ミッションの特記事項＞
◯◯◯◯◯◯◯◯、◯◯◯◯◯、 ◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯、 ◯◯

◯◯◯◯◯◯◯◯、 ◯◯◯◯…………

③ テーマの＜課題＞
※ 区分の＜現状＞を踏まえ、課題を記述。
※ ＜課題＞には問題点だけでなく、今後

更に向上・充実させるために必要な点も含
めて記述。

④テーマの＜特記事項＞
※ 特長的な取組みや成果をあげている事項があ
れば記述（任意）。
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［テーマ 基準Ⅰ-B 教育の効果］
┋

［テーマ 基準Ⅰ-Ｃ 内部質保証］
┋

＜基準Ⅰ ミッションと教育の効果の改善状況・改善計画＞
（a）前回の認証評価を受けた際に自己点検・評価報告書に記述した改善

計画の実施状況
◯◯◯◯◯◯◯◯、◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯、 ◯◯◯◯…………

（ｂ）今回の自己点検・評価の課題についての改善計画
◯◯◯◯◯◯◯◯、◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯、 ◯◯◯◯…………

※ テーマの＜課題＞を踏まえ、工程
等も含めて改善計画を記述する。

［様式5～8］基準Ⅰ～Ⅳ:報告書の作成例（続き）

前回、他機関で認証評価を受けた際、
本協会の大学評価基準と類似の評価
基準において「改善計画」を記載した
場合、その計画の実施状況を記述す
る。
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※「三つの意見」の「早急に改善を要すると
判断される事項」における指摘例を中心に

自己点検・評価の
留意点
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基準Ⅰ ミッションと教育の効果

［テーマ］ 基準Ⅰ-B 教育の効果

① 学部、学科又は課程ごとに、人材の養成に関する目的その他の
教育研究上の目的が学則等に定められていない。

［テーマ］ 基準Ⅰ-C 内部質保証

① 自己点検・評価報告書の公表が学内にとどまっており、学外に
公表されていない。

10

早急に改善を要すると判断される事項
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基準Ⅱ 教育課程と学生支援

［テーマ］ 基準Ⅱ-A 教育課程

① 学習成果及び三つの方針が授与する学位分野ごとに定められ
ていない。

② 学生募集要項に入試方法の区分ごとの募集人員が明記されて
いない。
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早急に改善を要すると判断される事項
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早急に改善を要すると判断される事項

基準Ⅲ 教育資源と財的資源

［テーマ］ 基準Ⅲ-A 人的資源

① 専任教員数・教授数が大学設置基準を満たしていない。
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基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス

［テーマ］ 基準Ⅳ-A 大学設置法人の長のリーダーシップ

① 私立学校法第45条の2及び寄附行為にのっとって、毎会計年度
の開始前までに事業計画が作成されていない。

② 理事会において事業計画及び事業報告書が審議されていない。

③ 理事が寄附行為に定められた定数を満たしていない。

13

早急に改善を要すると判断される事項
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早急に改善を要すると判断される事項

基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス

［テーマ］ 基準Ⅳ-B 学長のリーダーシップ

① 学則、教授会規程の教授会の役割が学校教育法にのっとって
規定されていない。

② 学則及び教授会規程において学位の授与に係る規定がない。

③ 教授会規程に定める審議事項のうち、教授会において意見聴取
が行われていない事項がある。

④ 学生の懲戒については学則に定められているが、「学生に対す
る退学、停学及び訓告の処分の手続」に関する規程が定められ
ていない。



Japan Association for College Accreditation

基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス

［テーマ］ 基準Ⅳ-C ガバナンス

① 監事が出席していない理事会、評議員会が開催されており、業務監査
が適切に行われていない。

② 書面による持ち回りで開催されている理事会及び評議員会がある。

③ 評議員会において予算及び事業計画が諮問されていない。

④ 評議員会において決算及び事業の実績について報告がなされていな
い。

⑤ 評議員が寄附行為に定められている人数を満たしていない。

⑥ 公表が義務付けられている教育情報の一部が公表されていない。

⑦ 「監査報告書」、「事業報告書」及び「役員に対する報酬等の支給の基
準」が公表されていない。

15

早急に改善を要すると判断される事項
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本協会による認証評価結果の公表とは別に、評価校は自ら
のウェブサイトに評価結果を掲載し、公表してください。

評価結果を掲載する際には、本協会に提出した自己点検・
評価報告書（様式1～23）を併せて掲載してください。

なお、報告書本文（様式1～8）の記載内容については、誤字
・脱字等の修正を行う場合、正誤表により対応してください。

また、公表に当たっては、個人情報の取扱いに十分注意して
ください。
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評価校による認証評価結果等の公表について

マニュアル （p.11）
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ご清聴ありがとうございました。
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